




最速節税対策




  
    
    
     
    
  











法人税

所得税

消費税

相続税


通則法

徴収法

不動産

その他






雑所得(公的年金)で節税

雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。







お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。本サイトでは、主要コンテンツにおいてJavaScriptを使用しているので、JavaScriptの設定を有効にすることをお勧めします。
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ＤＢ基本通達



ＤＢ基本通達＞


税目別に基本通達を調べる
	所得税法
	法人税法
	相続税法
	消費税法
	国税通則法
	国税通則法（異議申立）
	国税通則法（審査請求）
	国税徴収法




ＤＢ基本通達＞

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁：法令解釈通達のデータを利用して作成されています。



戦略的に節税するための無料ツール
	一括節税計算機
	※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
	所　得万円 *必須
	減少額万円 *任意  設定  消去



[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください





このページを他の人に教える
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ご意見ご要望をお聞かせ下さい


ご意見ご要望をお聞かせ下さい







　過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望＆回答一覧で確認できます。
利用規約をお読み下さい

　本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。
広告を募集しています

　本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。










	簡易節税計算機 所得税
	所得と減少額を入力 *消去
	法人 所得 消費 相続 贈与
	所　得 万円 *必須
	減少額 万円 *任意
	納税額: 
	詳しく試算する








	人気ページ
	1. 不動産（再建築費評点基準表）で節税
2. 社員旅行（福利厚生規程）で節税
3. 所得税の延納（利子税）で節税
4. 役員報酬（事前確定届出給与）で節税
5. 親族を非常勤役員にして節税

	人気ページを見る








	新着情報 RSS
	01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納（利子税）で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬（事前確定届出給与）で節税
02/19 不動産（再建築費評点基準表）で節税

	新着情報を見る
	節税対策ブログ
	02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目（2019年度版）
	01/29 死亡退職金の受取人（役員退職慰労金規程と相続税）
	02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
	02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
	02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
	節税対策ブログを見る
	アクセス数
	今日:21
昨日:483
	ページビュー
	今日:23
昨日:763







ページの先頭へ移動
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